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ス
ト
ー
ブ
の
取
り
扱
い
に
注
意

○国民年金保険料の
　領収証書は大切に!!

［問合先］
　岐阜南社会保険事務所
　�273・6161

　国民年金の第１号被保険者のかた（保険料全額免除制度・学生納付
特例制度を承認されているかたは除く）は、毎月・一年前納・半年前
納などの方法で国民年金保険料を納めていただくと、領収証書が交
付されます。
　１．口座振替で納めているかた
　　　口座から引き落とされた翌月に「国民年金保険料領収済額通知書」が交
付されます。

　２．金融機関などで納めているかた
　　　保険料を納めていただくと「納付書・領収（納付受託）証書」が交付さ
れます。

※国民年金保険料の領収証書（領収済額通知書）は再交付されませんので、大
切に保管してください。

　

寒
い
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る
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最
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、
暖
房
器
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そ
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の
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が
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ま
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使
う
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の
取
り
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間
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意
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い
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。

　

そ
こ
で
、
暖
房
器
具
か
ら
の
火

災
を
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ぐ
た
め
、
次
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こ
と
に
注

意
し
ま
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ょ
う
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１・  
使
用
前
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は
、
必
ず
点
検
・

整
備
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
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布
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す
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・
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ー
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ン
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、
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え
や
す
い
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近
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だ
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。
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濯
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を
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す
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ど
、
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燥
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代
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用
し
な
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で

く
だ
さ
い
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４・   
そ
の
場
を
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れ
る
時
や
給
油

す
る
時
は
必
ず
消
火
し
て
く
だ

さ
い
。

５・  
ス
ト
ー
ブ
の
近
く
で
、
ス
プ

レ
ー
・
シ
ン
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ー
や
ガ
ソ
リ
ン

な
ど
の
引
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性
の
高
い
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を
使

用
し
た
り
、
置
か
な
い
で
く
だ

さ
い
。

６・  
使
用
に
際
し
て
は
、
器
具
の

取
り
扱
い
説
明
書
に
記
載
し
て

あ
る
注
意
事
項
を
よ
く
読
み
ま

し
ょ
う
。

　

こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
寒
さ
の
厳

し
い
季
節
と
な
り
ま
す
が
、
暖
房

器
具
を
適
切
に
使
い
、
火
災
予
防

に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

○誕生月が来たときは、
現況届の提出を　　    

　国民年金を受給しているかたは、毎年一回、誕生月に現況届を提出してくだ
さい。
　これは、引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するための大事な
届です。
　現況届は、誕生月の初め頃に社会保険業務センターから送られてきます。住
所、氏名のほか、加給年金額対象者の氏名など記入し、切手を貼ってお送りく
ださい。社会保険業務センターには、誕生月の末日までに届くように投函して
ください。なお、現況届の提出が遅れたり、提出されなかったりしたときには、
年金の支払いが一時止まることもありますのでご注意ください。




